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原告 50人！ 6月 30日 13時に横浜地

方裁判所に提訴。その後の記者会見含

めて、各地域・組織から 50人強参加 
 

6月 30日の第一次提訴には目標だった 50人ジャストの原告が立ちあがりました。13時の提訴と、その

後の記者会見には、原告7人と各地域・単産から50人以上の参加者で埋まりました。原告は7月中に100

名を組織して第 2次原告団として１次と併合していきます。第１回裁判の期日は、９月以降とのことです。 

提訴と記者会見の後、水谷議長と福田（裁判闘争事務局）副議長で、神奈川労働局に提訴報告の訪問

をし、亀田智恵子賃金課長に訴状と声明文（各 16 部）を手渡し、「7 月 7 日から開催される県最低賃金審

議会の委員全員にきちんと渡していただき、今年の最賃審議に生かして欲しい」と申し入れました。 

人間らしく生き働く

ことは憲法上の権利 

横浜地方裁判所にむけて、原

告、弁護団を中心に、支援団

体の仲間とともに提訴にむけて

の行進を行いました。 

 

記者会見で、弁護団と原告が提訴の主旨・思いを語りました。 

原告の一人、鈴木洋子さん（写真右）は、11年前に離婚し

た時、3人の子供は小学校 1年、3年、5年生。トリプルワーク

をして土日、昼夜なく働いても月収 22万でした。仕事で子供と

接する時間もなく働き尽くめでした。2008年と今年に相次いで

解雇され、西湘地域合同労組に加入して、闘っています。「最

低賃金はせめて千円以上。本当は 1500円ぐらいはないと生活

はできません。」と訴えました。 

田渕弁護士（写真左）からは、訴状の内容について説明があり

ました。また、５２名もの弁護団のうち、当日参加した弁護士（大

川、鈴木、高橋、竹中、小賀坂の各氏）の紹介がされました。 

NO.2  
2011 年 

6 月 30 日 

1000円
以上！ 



最低賃金千円以上は、タクシー・保育労働者の願い 

原告として立ち上がった、渡邊

さん（写真右端）と大西さん

（中央）は、ともにタクシー労働

者です。足切り（売上の最低

基準）を達成しないと、会社の

経費部分をまずとって残りを賃

金にしわ寄せする企業が多く、

低賃金にあえぐ労働者が多い

とのこと。大西さん自身も「最

近月 19 万割れの賃金でショッ

クだった。なんとしても最低賃

金を大幅に引き上げて、生活

できる賃金の底上げ、確立が

切実な課題である」と強く訴え

られました。 

 

 原告として立ち上がった、松本さん（左端）は、パートとして保育の現場で働いています。彼女自身は扶養（年収 103

万の非課税）の範囲で、時給千円未満で働いています。「保育の現場は正規職員をどんどん削って非正規の労働者

を増やしています。自分のような働き方ではなく、フルタイムで自立して働く人も多い。でも生活できない賃金・労働実態

です。これを何とかしたいと立ち上がりました」と決意を述べました。 

原告を 100名目指して組織していきます！サポーターも現在 300名！1000名目指して頑張ろう！ 


